
雫石町監査委員告示第 ２ 号

先に地方自治法第 199 号第７項の規定に基づき報告した、令和５度において町が財

政的援助を与えている団体及び公の施設の指定管理者の監査に係る指摘事項及び注

意事項について、措置を講じた旨報告されたので、同条第 14 項の規定に基づき、当

該文書（写）を別紙のとおり公表する。

令和６年８月７日

雫石町監査委員 小 田 純 治

同 階 研 太








